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議 事 日 程 表 
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午前９時 開議 

○西原好文議長 

 ただいまの出席議員は全員であります。よって、令和３年第２回江北町議会定例会会期５

日目は成立しましたので、直ちに本日の会議を開きます。 

 会議に入ります前に、昨日、県の対策本部会議が開催されております。それを踏まえて町

長から一言御挨拶があるそうです。山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 皆さんおはようございます。本日は議案審議ということでよろしくお願いいたします。

せっかくの機会でありますので、新型コロナ関係の御報告をさせていただきたいと思います。 

 先ほど議長からありましたけれども、まず１点目は、現在、我が町でも新型コロナウイル

スワクチン接種のための準備を進めておるところでございます。先日は集団接種の会場とな

ります保健センターで第１回目のシミュレーションをしたところでありますけれども、今回、

まず使用しますワクチンがファイザー社製ということになっておりますけれども、このワク

チンは超低温での管理が必要ということになっております。昨日、我が町にもこのワクチン

を保管するディープフリーザー、要は超低温冷凍庫というんですか、１台目が届きました。

この後さらに１台、そして次にはまた別のワクチン、これはモデルナ社製のワクチンという

ことになっておるようですけれども、こちらのほうがマイナス20度の保管ということで、今

のところ計３台、マイナス75度のディープフリーザーが２台、それと、マイナス20度の

ディープフリーザーが１台ということで送られてくることになっておりますけれども、昨日

このうちのマイナス75度のディープフリーザー１台が到着をいたしまして、早速今試験をし

ておるところでございます。保管場所についてはセキュリティーの問題もございますので、

ここでは申し上げられませんけれども、もし議員の中で見てみたいという方がおられれば福

祉課のほうにお尋ねいただければ現物のほうは確認ができようかと思います。 

 それと、もう一点は、昨日、県のコロナ対策本部会議が開催をされました。しばらく佐賀

県も大分コロナの感染状況も落ち着いておりましたけれども、御存じかと思いますけれども、

最近また増加傾向にありますし、一昨日は12名という陽性者が確認をされたところでありま

す。このほとんどが、いわゆるカラオケ喫茶に集まった方々の関連ということでありまして、

昨日の県の報告では63名がカラオケ喫茶関連ということでこれまで陽性者の確認がされてい

るということで、県内では過去最大の集団感染となっておるそうであります。それで、県の
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ほうも当面はカラオケ喫茶に行くことをぜひ自粛をしてほしいと、私もちょっとカラオケ喫

茶はあんまり行ったことがありませんので、よく分かりませんけれども、どうもいろんなカ

ラオケ喫茶を渡り歩くというんですか、そういうことがあるようでして、県外のカラオケ喫

茶にも佐賀県内からも大分行かれておるということでありますけれども、県外はもちろんの

こと県内のカラオケ喫茶についても当面利用を自粛してほしいということで県からも呼びか

けがありましたし、各市町においてもぜひ町民の皆さんに御協力のお願いをしたいというこ

とであります。ということで、ぜひ皆様方についても御協力をお願いしたいと思います。 

 今日の午後、町の対策本部会議も開催をいたしまして、改めて町民の皆様の呼びかけとい

うことでしてまいりたいというふうに思います。江北町もしばらくゼロが続いておりますけ

れども、先ほど申し上げましたように、県内はカラオケ喫茶を起因として増加傾向にありま

す。先日、中学校の卒業式は終わりましたけれども、これからまだ町内の学校、また幼児教

育施設、卒業式、そして、入学式も控えております。ぜひその開催が危ぶまれることのない

よう皆様方の御協力をお願いいたしまして、御報告にさせていただきます。本日もどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○西原好文議長 

 会期日程により、総括審議、委員会付託となっておりますが、ただいま議案第21号及び請

願第１号が提出されました。この際、これを日程に追加し、議題としたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 異議なしと認めます。よって、議案第21号及び請願第１号を日程に追加し、議題とするこ

とに決しました。 

 議案第21号及び請願第１号を上程いたします。 

 職員をして議案を朗読させます。平川局長。 

○議会事務局長（平川智敏） 

    （朗読省略） 

○西原好文議長 

 朗読が終わりましたので、議案第21号についての町長からの提案理由の説明を求めます。

山田町長。 
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○町長（山田恭輔） 

 先ほども御報告申し上げましたけれども、現在、我が町においても新型コロナウイルスの

ワクチン接種の準備を進めておるところであります。これに関連して必要が生じましたので、

今回追加で予算の提案をさせていただきたいと思います。 

 今回提案いたします議案は、議案第21号 令和２年度江北町一般会計補正予算（第16号）

でございます。今回の補正額は1,474万２千円を増額し、歳入歳出予算の総額を68億9,841万

８千円とするものであります。 

 新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保事業については、本議会で報告しております

とおり、１月29日の専決処分により予算を計上しておりましたが、令和３年２月27日に国の

追加交付決定があったことから、委託料として105万円を計上しております。 

 また、地域介護・福祉空間整備推進事業については、令和２年度の国の事業として新型コ

ロナウイルスに関するメニューが盛り込まれ、昨年度末に要望調査があり、町内の医療機関

に事業実施の意向があったことから申請をしていたところ、令和３年３月３日に内示を受け

たことから1,369万２千円を計上しております。 

 なお、令和２年度中に実施ができないことから、明許繰越の設定をしております。財源に

ついては全額国庫補助金であります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○西原好文議長 

 町長からの提案理由の説明が終わりました。逐次議案の審議に入ります。 

 お諮りいたします。議案第16号から議案第20号までは一般会計並びに特別会計の令和３年

度当初予算に関するものであります。 

 つきましては、江北町議会委員会条例第４条の規定に基づき、予算特別委員会を設置し、

審査することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 異議なしと認めます。よって、議案第16号から議案第20号までは予算特別委員会を設置し、

審査することに決しました。 

 しばらく休憩いたします。 

 議員の皆さんは、議員控室にお集まりください。再開９時15分。 

午前９時９分 休憩 
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午前９時15分 再開 

○西原好文議長 

 それでは、再開いたします。 

 ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、お手元に配付しました

名簿のとおり全議員10名を委員としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 異議なしと認めます。よって、予算特別委員会は全議員10名が委員となることに決しまし

た。 

 次に、江北町議会委員会条例第６条第２項の規定により、予算特別委員会の委員長及び副

委員長を選任したいと思いますが、予算特別委員会委員長に三苫紀美子君、副委員長に池田

和幸君を推薦したいと思います。これに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 異議なしと認めます。よって、予算特別委員会委員長に三苫紀美子君、副委員長に池田和

幸君が互選されました。 

 では、逐次議案の審議に入ります。 

      日程第１ 報告第１号 

○西原好文議長 

 日程第１．報告第１号 令和２年度江北町一般会計補正予算（第14号）の専決処分につい

てを議題といたします。 

 質疑を求めます。質疑の方ございませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 質疑がないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論の方ありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 討論がないようですので、討論を終結し、採決いたします。 

 本案に賛成者の起立を求めます。 
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    （賛成者起立） 

○西原好文議長 

 起立全員であります。よって、報告第１号 令和２年度江北町一般会計補正予算（第14

号）の専決処分については原案どおり承認することに決しました。 

      日程第２ 議案第４号 

○西原好文議長 

 日程第２．議案第４号 江北町学校教育ＩＣＴ環境整備基金条例を議題といたします。 

 質疑を求めます。質疑の方ございませんか。４番井上君。 

○井上敏文議員 

 議案第４号 江北町学校教育ＩＣＴ環境整備基金条例についてちょっとお尋ねしたいと思

います。 

 内容は議案説明参考資料というのがあります。この参考資料の１ページに基金条例の概要

が載っております。この概要について中ほどに更新費用の年度割りが載っております。この

費用を見ておりますと、令和３年度まではいいんですが、令和４年度、令和５年度の金額と

令和６年度、令和７年度の金額を比較すると、令和６年度、７年度が増えております。令和

８年度は更新の金額じゃないかと思うんですけど、令和４年、５年と、令和６年、７年、こ

の辺の金額の差が令和６年、７年が増えている根拠は何でしょうか、お尋ねいたします。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し答弁を求めます。百武こども教育課長。 

○こども教育課長（百武一治） 

 おはようございます。それでは、御質問にお答えいたします。 

 中ほどのＩＣＴ機器更新費用計画ですけれども、令和４年度からタブレットの運用保守費

というのがかかってきます。それが大体340万円ぐらいになるんですけれども、それに既存

の学習用ＰＣが41台ございます。これが令和４年８月までのリースになっております。これ

を解約した場合とリースを継続する場合についても費用が同じぐらいかかるということで、

その分を計上しております。令和５年度は運用保守費です。令和６年度になると872台のタ

ブレット端末があるわけですけれども、それの学習支援ソフトの更新というのが令和６年度

から入ってきます。この分の費用が加わります。ですから、令和６年度はタブレットの運用

保守費と学習支援ソフトの更新費用がかかると。令和７年度はこの運用保守費、学習支援ソ
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フトの更新に加え、次期のタブレットの整備に係る設計委託料をちょっと見込んでおります。

令和８年度になると新しいタブレットの更新費、それから、ネットワークの整備費を見込ん

でおります。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 井上君。 

○井上敏文議員 

 ただいま説明を受けました。令和６年、７年度は学習支援ソフトが入ってくるから、令和

６年度からこれだけの金額が上がってくるということでした。その学習支援ソフトというの

がどういうものなのか、令和６年度から始めることがなぜなのか、この学習支援ソフトは今

度入れようとしているときに、最初から取り組めないものなのかどうかをお尋ねしたいと思

います。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し答弁を求めます。百武こども教育課長。 

○こども教育課長（百武一治） 

 御説明が足らなくてすみません。この学習支援ソフトについては、導入時から３年間つい

ている分がかっていると。その３年後以降が、令和６年度からがその支援ソフトの更新につ

ながるということです。これは各タブレット１台ずつにアカウントというか、パソコンを作

動するものがあるんですけれども、インターネットとかつなげるような内容のですね、その

分の更新費用でございます。 

○西原好文議長 

 井上議員よろしいですか。井上君。 

○井上敏文議員 

 ちょっと確認です。新規購入するときにはそのソフトは入っていると、ハードについては

５年間、ソフトについては３年間ということから、ハードを買っとっても、端末を買って

とっても３年後にはこれを入れにゃいかんということですかね、ちょっと確認です。 

○西原好文議長 

 答弁を求めます。百武こども教育課長。 

○こども教育課長（百武一治） 
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 更新ということで、１人１台の端末を持って運用するには、それが必要ということですね。

取得をしたときに３年間はその分は見てあったということで、その後、また再契約と、更新

をするということになります。 

○西原好文議長 

 山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 今回、国の補助金といいましょうか、交付金といいましょうか、活用しまして１人１台の

タブレットの配置をするわけでありますけれども、次回の更新のときには今の時点でそうし

た国の財源的な支援ということについては予定がされておりません。ですから、次のハード

の更新の時期には一定の財政出動が必要なもんですから、それを平準化するために今回基金

の条例を設定させていただいています。自動車に例えれば分かるんじゃないでしょうか、新

車で車を購入したときには全部丸々新品ですけど、例えば、オイルは半年おきに交換せんば

らんですよね、ただ、タイヤは半年に交換するというわけではなくて、２年か３年ぐらいで

交換をするというふうに、一つの車でも更新時期というのはサイクルがそれぞれ違うわけで

あります。今回もソフトの更新が早めに来るもんですから、令和６年度に一定の予算を予定

しておりますし、いよいよハードの更新があるもんですから、令和８年度からはさらに予算

を増やさせていただいていると、そう理解いただければと思います。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 よろしいですか。（「了解」と呼ぶ者あり） 

 ほかに。７番池田君。 

○池田和幸議員 

 関連で、そこのＩＣＴに関して以前、教育委員会のほうで設定された事業が大分変ってき

ていると思います。当然、このＧＩＧＡスクールの関係でパソコンを導入するということで

すけど、今回基金の条例が前回は平成25年から平成33年──令和３年、今年３月までという

ことですけど、次も８年間ですか、同じような感じで基金条例を制定される予定になってい

るのでしょうかね。その辺がちょっと参考資料のほうにもしっかり載っていなかったもので、

表は載っていますけれども、その辺の説明をお願いします。 

○西原好文議長 
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 答弁を求めます。山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 以前の条例は、先ほどから御紹介をしているような国の補助金を一度にもらって複数年度

で使いたいというときに、一旦基金に積まさせていただいて必要な額をそこから支弁をする

という意味での条例でありました。今回はまた意味合いが少し違っておりまして、今回の整

備は国の補助金で整備ができますけれども、次の更新のときには今のところ国のそうした補

助金のめどというのがないもんですから、その財政負担を一定平準化するということのため

に今回、条例を制定させていただいております。ですから、前回と同じように何年かたって

また廃止というような条例の趣旨では今のところはありませんけれども、これもまた国のそ

うした財政支援次第ではあると思いますが、今のところ時限的にと、前回の条例とは少し意

味合いが違うと御理解をいただければと思います。 

○西原好文議長 

 よろしいですか。 

 ほかに質問の方ございませんか。 

    （「委員会付託」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 ただいま委員会付託の声がありましたが、本案は十分審議していただくため、会議規則第

36条第１項の規定により常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 異議なしと認めます。よって、議案第４号は常任委員会に付託することに決しました。 

      日程第３ 議案第５号 

○西原好文議長 

 日程第３．議案第５号 江北町課設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 質疑を求めます。質疑の方ございませんか。７番池田君。 

○池田和幸議員 

 今回、設置条例の改正ということでかなり大規模な異動があると思います。そこで、議員

例会の折にも、説明会の折にも少し質問したんですけど、課が減って係が増えるということ

で、人員に関しては大丈夫のようなことを町長も言われたと思います。ただ、今回長年して
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きました環境、それから、下水道課ですか、そういう形のほうが、まあ、下水道は残ります

けど、環境のほうが町民、いわゆる今の町民課というふうになると思います。議会のほうも

今ちょうど常任委員会も変更しないといけないということを話し合っていますけれども、そ

ういう中で、やっぱり職員の異動に関してかなりその重圧が来るんじゃないかなとちょっと

心配しておりますけど、その辺はやはりある程度のサイクルで職員をこれから固定しないで

いくようにされるのか、今後のことですね、来年、再来年、そういうことも含めてちょっと

町長のほうで考えあればお願いします。 

○西原好文議長 

 答弁求めます。山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 さきにも御説明いたしましたとおり、今回６人の課長の退職が予定をされております。や

はり組織というのはこういうときに見直しをしないと、一旦席が埋まってしまうと課を減ら

すということになれば誰か降格をせんばいかんということになるわけであります。そうした

ちょうど時期でもあるということでもありますし、以前から申し上げておりますとおり、や

はり町が100年目も元気な町であるためにはいろんな見直しをしていく必要があるというふ

うに思います。そうした中で、やはり組織のスリム化ということも大変大事な視点ではあり

ますもんですから、今回組織の改編をさせていただきたいと思っております。 

 ただ、今、池田議員御指摘のとおり、あまりにも組織を変えてしまいますと、なかなか混

乱をしてしまうもんですから、今回少なくとも係単位の出入りということになっております

し、実は全体から見れば課の数は大分変わりますけれども、それ以外の係の数であるとか、

課の構成はそれほど変わっておりません。そこは当然人事のときにも配慮をしたいというふ

うに思いますが、私が就任当時は８年選手とか９年選手とか、長期在課者がたくさんおりま

した。分からなくはありません。目先のことを考えれば慣れた者がおるほうが実はいいとい

う考えもなくはないんですけれども、やはり我々も役場職員は人生の半分を役場職員として

過ごします。そういう中で、やはりいろんな経験をしていく中で公務員としての経験を培う

ものだというふうに思うもんですから、やはり私は一定期間での人事ローテーションという

ものは必要だというふうに思っております。今の時点では特定の職種を除けば長期在課者と

言われている職員はいないというふうに思っておりますけれども、適切なサイクルでこれか

らも当然人事のローテーションということは実施をしていきたいというふうに思っておりま
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す。 

 以上でございます。（「分かりました」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 よろしいですか。 

 ほかに質疑の方ございませんか。 

    （「委員会付託」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 ただいま委員会付託の声がありましたが、本案は十分審議していただくため、会議規則第

36条第１項の規定により常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 異議なしと認めます。よって、議案第５号は常任委員会に付託することに決しました。 

      日程第４ 議案第６号 

○西原好文議長 

 日程第４．議案第６号 江北町手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 質疑を求めます。質疑の方ございませんか。 

    （「委員会付託」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 ただいま委員会付託の声がありましたが、本案は十分審議していただくため、会議規則第

36条第１項の規定により常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 異議なしと認めます。よって、議案第６号は常任委員会に付託することに決しました。 

      日程第５ 議案第７号 

○西原好文議長 

 日程第５．議案第７号 江北町国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたしま

す。 

 質疑を求めます。質疑の方ございませんか。 

    （「委員会付託」と呼ぶ者あり） 
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○西原好文議長 

 ただいま委員会付託の声がありましたが、本案は十分審議していただくため、会議規則第

36条第１項の規定により常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 異議なしと認めます。よって、議案第７号は常任委員会に付託することに決しました。 

      日程第６ 議案第８号 

○西原好文議長 

 日程第６．議案第８号 江北町空き家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例を

議題といたします。 

 質疑を求めます。質疑の方ございませんか。７番池田君。 

○池田和幸議員 

 空き家条例の一部改正ということでお聞きしたいと思います。 

 第14条の中に最小限度の措置と書いてあります。それともう一つは、２の中に、「所有者

等から徴収する」とあります。ちょっとこの辺の２つの説明をお願いします。 

○西原好文議長 

 ただいまの質疑に対し答弁を求めます。武富建設課長。 

○建設課長（武富和隆） 

 おはようございます。池田議員の質問にお答えしたいと思います。 

 まず１点目の、「最小限度の措置」ということであります。これにつきましては、屋根と

か壁の資材が危険ということであった場合、その分の撤去とか、あと補強、それとか、屋根

の部分部分のところにシートの設置とか、あと、樹木等に交通障害がある場合とかは、その

分の伐採等とかを考えております。 

 それと、２点目の措置に対しては費用の徴収ということでございます。これにつきまして

は、緊急安全措置の実施通知を所有者に対して費用請求を行っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○西原好文議長 

 池田君。 

○池田和幸議員 
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 今言われたのは参考の資料６ページですか、ここに書いてある緊急安全措置の例の説明か

と思いますけれども、その中で、現在、町道あたりに空き家で屋根の腐食があったりとか、

田のほうにそういう腐食があって落ちたりとか、そういうところが町内に何か所かあります。

そういうところはみんなこの条例で修正をされていくのか、その辺はやはりある程度、町民

の方も期待をされておられると思いますので、その辺どうでしょうか。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し答弁を求めます。武富建設課長。 

○建設課長（武富和隆） 

 再質問にお答えします。 

 緊急措置の判断基準としましては、まず、どうしても倒壊とか危険を及ぼすおそれがあっ

て、交通障害とか、どうしても通行者に危険を及ぼすというおそれあるものについては緊急

的に対応していきたいと考えております。 

 以上です。 

○西原好文議長 

 池田君。 

○池田和幸議員 

 今の課長の答弁は、私が９月議会で質問したときの答弁と全く一緒なんですよ。全然変

わっていません。私もあのとき、要するに、行政代執行までしたらどうでしょうかというこ

とを言いました。でも、それは今のところ町長もそこまではという形で言われましたけれど

も、今の答弁だとそういうことなんですよ。この条例改正ができてどの辺が変わるのかが今

の答弁だとちょっとよく分かりません。 

○西原好文議長 

 答弁を求めます。山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 池田議員の御指摘のとおりだと思います。先日の一般質問のときにも申し上げましたけれ

ども、なかなか行政代執行というのは抜くのには大変な刀だから、そこまではしなくてもで

きるものを今回、我々の手段として準備をさせていただきたいということで緊急安全措置の

根拠をつけさせていただいたところであります。先ほど御質問あったように、じゃ、これで

どこまでやるかということが一つやっぱり焦点なんだろうと思うんです。恐らく心配をされ
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ている皆さん方からすれば、この際緊急安全措置として、全部とは言いませんけれども、な

るべく撤去をしてもらいたいというお考えだと思いますが、緊急安全措置とはいえ、先ほど

規定でもありますように、やっぱり必要最小限ということにはなります。だから、やらない

ということにはならないもんですから、ここは今、危険度については危険度判定の委員会と

いうのがあります。我々役所の中だけでどうしても決めてしまいますと、そこがやっぱり手

前みそになってしまうもんですから、実際の緊急安全措置の内容といいましょうか、程度と

いいましょうか、これについては第三者の方にも入っていたただいて、その中でここまでや

ろうと、あくまでも緊急安全措置としても例外の取扱いではあるもんですから、そうした客

観性を持たせて緊急安全措置の内容を決めさせていただくように取扱いをさせていただきた

いと思います。 

○西原好文議長 

 池田君。 

○池田和幸議員 

 当然この条例ができるからには今、町長が言われたとおり、やっていただきたいんですけ

ど、それと、もう一点、先ほどの費用に関しては所有者から徴収すると。これも今までどお

り危険家屋と認定されて危ないということでうちのほうから50万円支給をして、双方が折り

合えば解体をされていたと思います。そういう中で、それでもできないという方が今までい

らっしゃったので、どうしても危険家屋、当然通学路に関しても建っているところもありま

す。そういうところで、これが果たしてここの文章だけでは所有者から徴収することはでき

るのか、その辺何か対策的に考えられているのがあればお願いしたいと思いますけど。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し答弁を求めます。武富建設課長。 

○建設課長（武富和隆） 

 再質問にお答えします。 

 所有者からの徴収ということでございますけれども、これにつきましては、指導を行いま

して、常に請求等をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○西原好文議長 

 山田町長。 
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○町長（山田恭輔） 

 本来ならば管理不全に至るまでに、やはり所有者としてやっていただかんといかんやった

ことを放置されているがために周囲に危険を及ぼしているということで、繰り返しになりま

すけれども、やむを得ない措置としてこれまでの行政代執行に加えて緊急安全措置というも

のを取らせていただくということであります。町のほうではやむを得ず実施をするわけであ

りますけれども、本来ならそれはやはり所有者としてなすべきことでありますから、当然そ

の費用については所有者、管理者の方に負担を求めるというのは当然のことだというふうに

思っております。ですからこそ、先ほど申し上げたように、その後に費用をお願いするもん

ですから、やはりそこは必要最小限というところはどうしても出てくるんですよね。こちら

でやって向こうで負担をしてもらうということですから、やはりそこは客観的に必要最小限

というところがやはり大事になってくるのではないかというふうに思いますし、逆に言えば、

だからこそ、その必要最小限にやむを得ず措置を行った分については、やはり費用負担は求

めるということであると思っております。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 池田君。 

○池田和幸議員 

 これは常任委員会に付託ということで、産業常任委員会に行くと思いますけど、私は９月

議会で言ったのは、減免措置ですね、例えば、固定資産税とか、町民課の課長にも答弁をし

てもらいましたけれども、そういうことも兼ねてここの場で所有者からの徴収と言われるの

かなとちょっと期待をして質問したわけですよ。あくまでもこれだと当然費用は全額所有者

から徴収をすることになると思いますけれども、そういうことをぜひ検討でお願いしたいと

思います。 

○西原好文議長 

 山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 すみません、ちょっと今の御質問の意味がよく分かりませんでした。先ほど申し上げまし

たように、本来なら所有者がなすべきことを代わりにといいましょうか、必要最小限実施を

させていただくわけでありますから、必要最小限、緊急やむを得ないという前提においては、
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その分については、当然所有者または管理者の方に費用負担を求めるという姿勢で臨むとい

うふうに申し上げたもんですから、ちょっと先ほどの御質問の意味が少し私が理解できませ

んでした。せっかくですからもう一つ言いますけど、今回、条例を改正したから進むわけで

はないんですよね。やはり我々町の姿勢として、今まで抜くのが大変な刀しか持っていな

かったからなかなか抜けなかったけれども、やはりこれに比べれば機動的にといいましょう

か、抜けるものを今回、条例改正を承認いただければ持てるようになるもんですから、ただ、

だからといって刀を持っているだけでは多分安全度は上がりません。文字どおり宝の持ち腐

れ、刀の持ち腐れということになるわけですから、我々としてはこの緊急安全措置を認めて

さえいただければ、これから必要なところは逆に積極的に安全性を高めるために行動すると

いうことにしないと、何か条例つくりましたもんね、緊急安全措置の根拠ができましたもん

ねというだけでは何も変わりません。そこは担当課にも現に指示をしているところでありま

して、せっかくこうして議会の承認をいただいて条例改正までして緊急安全措置というもの

を取らせていただくようになるわけですから、この武器というと少し語弊があるかもしれま

せんけれども、手段というのはしっかり活用させていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 よろしいですか。（「いいです」と呼ぶ者あり） 

 ほかに質疑の方ございませんか。９番渕上君。 

○渕上正昭議員 

 関連でございます。まず、今の危険な家屋、これが実際町内に幾ら何件あるのか、または

何棟あるのか。 

 それからもう一つは、今現在、所有者、あるいは管理者がおられるということでのお話だ

というふうに思いますけれども、実際危険な状態が切迫している、これはあくまでも通常言

う、今お話になっているような取り壊し、あるいはその措置をするというふうなことでござ

いますけれども、これは業者に頼んでなのか、それと、今まさに危険な状態が切迫している、

例えば、台風等が来るというふうな状況の中で、風速15メートル、20メートル、30メートル、

そういうふうな状態がある中で、実際来てからでは危険がありますので、それ以前のほうで

するわけでありますので、その辺のところはどういうふうな計画の中でされるのか。 

 それから、先ほどちょっと優遇措置のほうがありました。当然勧告をすれば除外すると
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なっていますが、その辺の含めたところの考えは、ちょっと先ほどの答弁ではよく分かりま

せんでしたけれども、その辺のところも含めてどうされるのか。 

 それからもう一つは、今は所有者なり管理者がおられるということを前提なんですが、な

かなかもう連絡が取れないとか、あるいはもう誰のものか分からないとか、そういった危険

な家屋についての対応はどうされるのか、この３点よろしくお願いします。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し答弁を求めます。武富建設課長。 

○建設課長（武富和隆） 

 今危険な家屋の棟数ですけれども、２月末現在で管理不全な空き家としましては19件があ

ります。 

 ２点目の御質問ですけれども、ちょっともう一度よろしいでしょうかね。すみません。 

○渕上正昭議員 

 ちょっと長く言いましたので、私も忘れかけていますけど、２点目は、所有者、あるいは

管理者がおられる中で、例えば、緊急に危険が切迫しているという状況の中で、その危険家

屋を行政、あるいは当然業者にお願いされると思います。今まさに台風が来て非常に危険が

あると、屋根あたりが飛び散ってしまう、瓦が飛ぶとか、そういう状況の中ではなかなか対

応ができませんので、そういうものを前もって当然されるわけですが、その辺のところの状

況はどうなのかということと、３点目は、所有者、あるいは管理をしている方が全く分から

ないというようなところ、２点目は、優遇措置のことも言いました。勧告をした場合につい

ては優遇措置が駄目ですよということなんですけれども、そういったところはどうなんで

しょうかということです。どういうふうに対応されるんですかということです。 

○西原好文議長 

 山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 条文をよく読んでいただくと、今回新たに付け加えます条文が、「町長は、空き家等の倒

壊等により人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険な状態が切迫していると

認めるときは、当該危険な状態を回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができ

る。」というふうに書いております。ですから、先ほど申し上げましたように、この重大な

損害を及ぼす等の危険な状態が切迫しているというのがどの状況かということだと思うんで
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すよね。今御質問いただいたのは、もう台風の来ていよいよ壊れるばいというのは、それは

本当に切迫していると思いますけれども、我々町としてもう既に危険な空き家ということで

認定をしている空き家があるわけでありますよね。そういう意味では、今、日常的に、今す

ぐ壊れてはいないけれども、切迫した状態だというふうに考えれば、特にわざわざ台風が来

て間に合うかどうか分からんごとなってから壊すということではないんだろうというふうに

思います。ですから、先ほどから申し上げているとおり、やはりここの緊急性とか、必要性

とかというところをきちんと客観的に認定をする必要があるもんですから、そうした第三者

の方にも入っていただいた委員会の中で、ここを対象とか、あと緊急安全装置の内容である

とか、こうしたことはきちんと客観性を持たせてやらせていただきたいと思いますけれども、

少なくともここで申し上げているとおり、台風が来ていかにも壊れそうになってからしかや

らないということではないということはぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。 

 それと、もう一つの優遇措置というのは50万円の補助金の話ですよね。これも管理不全の

空き家ということに認定をして初めて補助をもらえるということになるわけですけれども、

私が今少し問題だなと思うのは、固定資産税が、要は皆さん生活をしんさらんばいかんもん

ですから、居住用の土地については６分の１の軽減をされております。そうすると、もとも

と住んでもおられないし、住めそうなものでもないのに、一応空き家の住宅があるからと

いって、その６分の１の軽減を受けているというようなところもあるように聞いています。

そうすると、今度所有者の方からすると、空き家を撤去してもよかばってん、いよいよ建物

ばのうなかすと、その固定資産の６分の１の軽減まで外れると税金も増えるもんのうという

のも、実は空き家を解体されない理由にもなっているというふうにも聞いております。ただ、

ここは我々町だけの判断ではできませんけれども、少なくともその固定資産の評価といいま

しょうか、そこをやはり厳格にして、本当に居住の用に供せられるのかどうかとか、居住の

用に供せられているのかどうなのかとかということをきちんともっと厳格化することによっ

て、そうした解体をしないほうの要素に働かないようにするということはできるのではない

かと思っております。答えになっていましたですかね。 

○西原好文議長 

 渕上君。 

○渕上正昭議員 

 先ほど言いました台風がというのは、先ほど19件という回答がありましたけれども、じゃ、
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19件についてはいつでも切迫している家屋ということになりますので、それではこれから計

画的にその措置をしていくと、当然そういうことになるわけですよね。 

 それから、先ほど優遇措置、要するに、固定資産税が６分の１ですので、──評価額の70％

ですから、ちょっと極端に言うと4.2倍ぐらい増えるということになりますので、先ほど町

長が言われたような、ちょっとうっかんがすぎんた、固定資産高うなんもんにゃ、そいけん

が、ちょっとせじいっちょくかなというふうな方もおられるかも分かりませんし、実際、旧

炭鉱地区を見て回りますと、非常に屋根が壊れて、もちろん住むことはできませんけど、も

う既に崩落してしまうという、あるいはちょっとそういった台風が来れば飛散してしまうと

いうような状態の長屋というか、そういうものがたくさんあるわけですよね。だから、先ほ

ど言われたように、その前に順序立ててずっとしていくという計画であれば、それはそれで

結構なんですけれども。 

○西原好文議長 

 答弁を求めます。山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 先ほど申し上げましたとおり、ともすると役所というところは条例をつくれば終わり、そ

ういうことがないこともない、やっぱりそうではなくて、これはすみません、ちょっと言い

過ぎるかもしれませんけど、今までもやりたい、やらんばいかんとうずうずしていたけれど

も、どうしてもそこで使う我々の手段というのが行政代執行しかなかったもんだから、そう

ではなくて、我々がやるための今回根拠をつけさせていただくというふうに理解をしており

ます。そういう意味でいきますと、本来ならもっと早くでもやるべきやりたいところがあっ

たのが、今回、条例改正を承認いただくことで初めてできるということなもんですから、条

例を改正して終わりということでなくて、ちょっと言ってみればせんばらんところが順番待

ちしているというようなイメージでいていただいていいのではないかと思います。ただ、さ

りとて、先ほど申し上げましたように、あくまでも私権が及ぶところを緊急的に必要最小限

させていただくもんですから、そこは一定のやはり客観性を持たせないと、我々が性急にこ

とを進めるということもやはり我々は避けるべきだということなので、そこはきちんと客観

的な判断を仰ぐようにしたいというふうに申し上げているところであります。 

 また、これは当初予算でも議論いただきたいと思いますけれども、今回我々がその条例改

正をするだけでないということは、実際の撤去に係る費用について、今回予算の中にも盛り
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込まさせていただいているもんですから、実際やる気であるということは御理解いただける

のではないかと思っております。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 山中副町長。 

○副町長（山中秀夫） 

 税金のことでございますが、家屋は屋根と壁あって、やっぱり住むことができないと家屋

と言わないんですよね。ですから、やっぱり土地も家屋も一緒だと思うんですけれども、現

況がどうなっているかによって課税する見方が違うんだと思っております。ですから、土地

については、要するに、宅地とか農地とかずっとありますけれども、雑種地といいますか、

原野とかいろいろありますけれども、そういうなとに少し置き換えていくような考え方をし

ていかないと駄目じゃないかと思っています。先ほど町長も申しましたように、実際、家屋

を壊すと普通の宅地になって宅地課税で６分の１の軽減がないとなれば、逆に税金が高くな

るということですけれども、やっぱりそれはちょっとおかしいんじゃないかと思います。そ

ういうふうなことで、使われない用地については、やっぱり雑種地等の考え方を持って下げ

ていく必要があると思いますし、そういうふうに管理不全のところについては所有者がどこ

におられるか分からないとか、連絡がつかないところが非常に多いわけでございまして、そ

れも仮に税金をかけますと交付税等も税金が入ってくるということで税金も当然少なくなり

ますし、実際見直すことによって課税が少なくなると、要するに、交付税上でも少し有利に

なるというふうなこともありまして、その辺はよく調査をしてやっぱり現状に合った課税の

仕方をするべきだと思います。 

 ですから、先ほど言われましたように、今は危険な家屋がずっと増えていますけれども、

区長さんあたりから迷惑をかける家屋については届けをしてもらって、それに対して判定委

員会で、これは壊してもらわんば困るというようなことになれば50万円の補助があるという

ことでございます。ただ、補助があるというと普通資力がある方でも壊すときには補助金が

あるじゃないかということで来られる人がおられますけれども、そこと一緒にならないよう

な考え方というんですか、そこら辺の線引きをする必要があるもんですから、この条例がで

けたからといって何でもかんでもできますよということじゃなくて、今までできなかった分

の中でも極端に悪いというですか、極端に危険性があるというふうなところについて、早め
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に処理ができる分だけもとりあえずしていこうということでございます。ですから、ここは

始まったばかりでございますので、今からいろいろ先ほど町長言われましたように、外部の

方とも話をしながらどこまでしたがいいかということも検討しながらいく必要があろうかと

思っています。ですから、ここで何はどうこうということははっきり申しませんけれども、

そこを議員の皆様方とも協議しながら前に進めるように、要するに、周りの皆さんに迷惑が

かからないような家屋の管理を町としても見ていく必要があろうかと思っています。 

 以上です。 

○西原好文議長 

 山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 せっかく条例改正してまでさせていただくことであるもんですから、ともすると、うちは

違いますけど、ほかの役所では役目すましに、ほかんところもつくっとっけん、つくらんば

のうというぐらいでつくって、実際やる気がないような自治体もあるかもしれません、うち

は違いますけど。先ほどから申し上げているとおり、今回本気でやろうという多分その本気

度は御理解いただけるんじゃないかなと思いますし、そのためにもぜひ今回、緊急安全措置

という手段を我々に与えていただきたいと。それが証拠に、条例を改正するだけではなくて、

実際緊急安全措置を取るための予算も今回上げさせていただいているというところからも、

そこは御理解をいただきたいというふうに思いますし、先ほど池田議員の御質問の中で、負

担を求めるとか、できると書いてあるから何か少し弱いんじゃないかというふうな印象をお

持ちなのかもしれませんけど、私は逆だと思っていて、逆に所有者、管理者が特定できなく

ても、また、その方たちが負担をしなくても、まずは町として緊急かつ必要最小限な措置は

できるわけですよね。だから、逆にその後に費用の負担を求めることができると。そうしな

いと、費用の負担を求めなければならないと書いてしまうと、費用の負担の相手方が分かっ

ているかどうか、それと、費用の負担ができるかどうかが分からないと緊急安全措置ができ

ないということになれば、まさに緊急的な安全措置が取れないもんですから、まずはそれは

次にして、そして、町として緊急安全措置ができるという規定だというふうに御理解をいた

だいたほうが、この費用の負担を徴収することができると書いてある意味だというふうに御

理解いただいたほうが分かりいいのではないかと思います。 

 以上でございます。 
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○西原好文議長 

 渕上君。 

○渕上正昭議員 

 分かりました。実際これまでもやろうと思えばできたことなんですよね。今回こういった

緊急安全措置ですね。だから、ここまでぴしっとうたったならば、ぜひ計画的に早めに措置

をお願いしたいと思います。これは委員会に付託になりますのが私たちのところですから、

また詳細についてはお聞きしたいというふうに思います。 

 終わります。 

○西原好文議長 

 ほかに質疑の方ございませんか。 

    （「委員会付託」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 ただいま委員会付託の声がありましたが、本案は十分審議していただくため、会議規則第

36条第１項の規定により常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 異議なしと認めます。よって、議案第８号は常任委員会に付託することに決しました。 

 ここで場内空気入れ替えのため、しばらく休憩したいと思います。再開10時15分。 

午前10時２分 休憩 

午前10時15分 再開 

○西原好文議長 

 それでは再開いたします。 

      日程第７ 議案第９号 

○西原好文議長 

 日程第７．議案第９号 江北町集会所、江北町町民研修施設、江北町生活館、江北町上区

活性化センター及び江北町農家高齢者創作活動施設の指定管理者の指定についてを議題とい

たします。 

 質疑を求めます。質疑の方ございませんか。４番井上君。 

○井上敏文議員 
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 今回、集会所の指定管理の指定についてということで、期限が切れたためだと思います。

前から私も感じることでありますが、この集会所あたり、あるいは各ここに掲げてある町民

研修施設以下、過疎とか補助事業を導入して建設されております。 

 したがって、町の発注ということで、町の施設ということで、設置条例を定め、この管理

を地元に指定管理者として管理を委託するというものであると思います。 

 ただ、この集会所ともう一方、町でつくっていない町の単独補助を貰って建設した公民館

もあります。その辺が、この補助金を導入して建設したから設置条例をつくらなければなら

ないというのは分かります。設置条例は設置条例でしても、その補助を受けた集会所、それ

と、町の補助金でつくって、自分のところが発注してつくった公民館があります。これは運

営としては同じようなものなんですよね。この辺の整合性をこれを機会に検討をしていただ

けないかなと思います。今回は今回で期限が切れるから、この指定管理者の指定はいいにし

ても、今後の対応として、地元で建設した公民館、町がつくった集会所、内容は同じと思う

んですよね。この辺の整合性を取るための検討を願えないのかと思います。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。（「暫時休憩をお願いします」と呼ぶ者あり） 

 暫時休憩いたします。 

午前10時18分 休憩 

午前10時19分 再開 

○西原好文議長 

 それでは再開いたします。 

 質疑を求めます。百武こども教育課長。 

○こども教育課長（百武一治） 

 井上議員の御質問にお答えします。 

 集会所につきましては、現在、江北町には32か所あります。今回、議案に上程している22

か所のほかに、地元管理の分が８か所あります。それと、あと原宿と高砂の町管理の公民館

ということであります。 

 今、井上議員が申されているのは、地元管理も今回の指定管理に出されているものと同一

に扱ったらということでございますけれども、実際、今、公民館の改修の補助については、

同一に扱っております。ここは管理がどこなのかというところで、事業主体がどこなのかと
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いうことで、先ほど議員がおっしゃいましたように、22の施設については町が事業主体と

なってやっておりますので、条例に上げております。その分を町が管理するとなれば、地元

の方の自由度というか、自由に利用できる範囲というのが狭まれてくるということと、もと

もと建設時の地元の経済負担のところを目的に設置されておりますので、そこは御理解いた

だきたいと思います。 

○西原好文議長 

 井上君。 

○井上敏文議員 

 私は管理をどうしよっかというのは聞いておりません。私の質問が悪かったかも分かりま

せんけれども、先ほどこども課長、地元負担の関係も言われました。地元負担はこの集会所

も自分のところが発注したのも、地元負担の割合は同じ要領で建設されているわけね。だか

ら、その地元負担の管理とかじゃなくて、片や集会所として町の施設だからこういうふうに

乗るというのは、それは分かります。私は、町がつくった集会所を地元の公民館とは別です

よじゃなくて、もうどっちみちこの集会所を地元に払い下げて、そして地区で発注された公

民館、野口とかあの辺がありますね、地区で発注された公民館があります。それと同一に取

り扱いというか、町でつくったから条例を策定せにゃいかんのですけど、もう補助を受けて

相当年数もたっております。その辺は補助のいろいろ有効期間があるかも分かりませんが、

この集会所じゃなくて、地区公民館と同じような取り扱いで町から払い下げみたいな形でで

きないものか、もう内容は全く同じなんですよね。集会所だけいつまでもこういうふうに指

定管理をしていくということじゃなくて、その辺はどこかの段階で地区公民館と一緒の形の

取り扱いを検討されてみてはいかがでしょうかという質問であります。 

○西原好文議長 

 答弁を求めます。百武こども教育課長。 

○こども教育課長（百武一治） 

 そのことについては、今後検討いたしてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○西原好文議長 

 ほかに。井上君。 

○井上敏文議員 
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 よく検討しますということはあります。これはどのように検討されていっておられるのか

を、検討の経過あたりも順次報告を願いたいと思います。 

○西原好文議長 

 山中副町長。 

○副町長（山中秀夫） 

 地区の施設が補助等でやっぱり条例に載せにゃいかんやったもんですから、この分を指定

管理にしているわけですけれども、本当にこれが指定管理になじむものかというようなこと

で、町としてもちょっと検討はしてみました。 

 実際、町の施設の全部について検討をしていたところですけれども、これについても外し

たがいいんじゃないかというふうなことも考えましたけれども、今回までは指定管理でいこ

うということにしております。 

 そういうような中で、最初つくるときが補助でつくったりとか、過疎でつくったりとか、

単独の補正でやったりとか、いろいろしていると思います。そういうような中で、公民館の

修理等については、修理というんですか、町の補助を今しているのは同じようなやり方でし

ておりますけれども、今後やっぱり井上議員言われるように、そういうようなことも考えら

れると思いますので、その辺については、今回まではこれはして、あとはどのようになるの

か考えさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○西原好文議長 

 山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 井上議員はよく御存じの上で御質問をされているんだろうと思います。 

 これだけいろんな施設の名前が違うのは、当時、町で事業を実施しなければいろんな補助

が受けられなかったんですよね。町で事業をすることによって、各区、もしくは町の負担を

減らすための、やはり我々の先輩たちのある意味知恵だったんだと思います。 

 その結果として、当然こうして町でつくったもんだから、これまで町の施設として維持を

してきたわけでありますし、その中でほかの集会所と同じような取り扱いをなるべくするた

めには、指定管理という形をとって、これはもう一定の法律であるとか制度の中でいろんな

工夫をして、指定管理という制度を活用して、なるべくほかの区と変わらないような取り扱
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いをこれまでしてきたということなんだというふうに自分は理解をしております。 

 さりとて、こうした形がいつまでのいいのかというのは、当然、部内でもいろいろ議論を

しておりますけれども、今回の指定期間の満了までに具体的な方針を出すには至っていない

もんですから、今回、さらに指定管理をという形で出させてもらいたいということでありま

す。 

 というのが、いろいろ多分出てくると思うんですよ。受けてよかばってんが、受けるに当

たってはこれとこれとこれまで修繕してくれんぎ、このままじゃ受けられんばいというよう

な話だってあるんじゃないかなというふうに思います。 

 ただ、そこも当時の建設当初の趣旨を御説明をやっぱりきちんとして、御理解をいただい

て、本来ならば、誰が誰の負担でどうつくらんばいかんやったかというようなことも、やは

り御理解をいただかないと、なかなか簡単に御指摘どおり、じゃ、もう指定管理じゃなくて

そのままやっぎよかやっかというふうにはならないということも多分、よく御存じなんだろ

うと思うんですよね。 

 ですから今回、指定管理期間を改めて設定をさせていただきましたから、まさにこうした

ことも、町が100年目も元気に活力ある町であるための、やはり見直しの一つだというふう

に思っておりますので、今も議論はしておりますけれども、ぜひこの指定管理期間内には一

定の結論を出して、そうした取り扱いにできればと思っております。言うまでもなく、議会

の皆さん方にも随時、報告はさせていただきます。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 よろしいですか。（「はい、了解」と呼ぶ者あり） 

 ほかに質疑の方ございませんか。 

    （「委員会付託」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 ただいま委員会付託の声がありましたが、本案は十分審議していただくため、会議規則第

36条第１項の規定により、常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 異議なしと認めます。よって、議案第９号は常任委員会に付託することに決しました。 
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      日程第８ 議案第10号 

○西原好文議長 

 日程第８．議案第10号 佐賀県市町総合事務組合規約の変更についてを議題といたします。 

 質疑を求めます。質疑の方ございませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 質疑がないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。 

 討論の方ありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 討論がないようですので、討論を終結し、採決いたします。 

 本案に賛成者の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○西原好文議長 

 起立全員であります。よって、議案第10号 佐賀県市町総合事務組合の規約の変更につい

ては、原案どおり可決することに決しました。 

      日程第９ 議案第11号 

○西原好文議長 

 日程第９．議案第11号 令和２年度江北町一般会計補正予算（第15号）を議題といたしま

す。 

 質疑を求めます。質疑の方ございませんか。７番池田君。 

○池田和幸議員 

 事項別明細書でよろしいですかね。67ページですけど、農林水産業費の６の工事費の中の

５の農村地域防災減災事業ということで、この中に財源内訳でその他で△の6,100千円入っ

ております。それと、事業説明書の３ページの中に、当初予算と、それから必要予算、補正

予算と書いていますけど、ちょっとこの辺の6,100千円のマイナスとこっちに書いてある一

般財源の説明書では△4,087,400円ですかね、この辺のちょっと整合性がちょっとよく分か

らなかったもので、説明をお願いしたいと思います。 

○西原好文議長 
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 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。武富建設課長。 

○建設課長（武富和隆） 

 池田議員の質問にお答えします。 

 これにつきましては、ため池等の耐震性調査でございます。当初、ため池耐震性で６か所

計上を行っておりました。今回、国の３次補正でありましたので、追加で今回、ため池耐震

性調査を５か所、それとあとため池の事業計画の作成について、１か所を追加を行いたいと

思っております。このその他の6,100千円ですけれども、ちょっと確認をさせていただきま

す。 

○西原好文議長 

 暫時休憩いたします。 

午前10時32分 休憩 

午前10時32分 再開 

○西原好文議長 

 再開します。武富建設課長。 

○建設課長（武富和隆） 

 当初、そこの6,100千円につきましては、振興基金のほうで予算計上をしております。今

回、その補助で対応ができたということで、その振興基金の分を落としております。 

 以上です。 

○西原好文議長 

 池田議員よろしいですか。池田君。 

○池田和幸議員 

 そしたら、今回、合算で、当初予算に32,120千円ついた分も合わせて、補助的にそれも加

えた補助というふうに思っていいわけですかね。今回の補正で出された、追加で出されたも

のに対してじゃなくて、そういう意味で理解していいですか。合計の58,362千円に対しての

補助が全額ついているということでよろしいですかね。 

○西原好文議長 

 武富建設課長。 

○建設課長（武富和隆） 

 今回、補助がついておりますので、議員が言われているように、そのまま予算を補助の分
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で見ているということでございます。（発言する者あり） 

○西原好文議長 

 ほかに質疑の方ございませんか。４番井上君。 

○井上敏文議員 

 事項別明細書の27ページ、ここの一番下に、産業課の管轄になると思うんですが、プレミ

アム付商品券事業で、この財源内訳が国県支出金から一般財源に切り替わっております。こ

の辺がなぜ国、県、いわゆる補助ができなかったのかというのと、もう一つ、２点までいい

かと思いますので、２点します。 

 81ページの消防費ですね。一番下の欄でありますけれども、防災行政無線デジタル化、こ

れ4,950千円減額されております。９月補正でこれ8,800千円計上されていたのが、今回、4,950

千円、いわゆる大きく減額されておりますが、６割の減額となっております。この減額の内

容をお知らせ願いたいと思います。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。一ノ瀬産業課長。 

○産業課長（一ノ瀬和義） 

 井上議員の１つ目の質問にお答えします。 

 これについては、今年度のコロナの関係の事業の中で、最終的に配分を変えたために一般

財源に組み替わったということです。 

○西原好文議長 

 田中政策課長。 

○政策課長（田中盛方） 

 議員の御質問にお答えをしたいと思います。 

 この分については、この国庫支出金はコロナ交付金のことであります。このプレミアム付

商品券の事業自体が残が約3,000千円見込まれるというふうなことで、このコロナ交付金を

有効に活用するためにその財源の組替えを行っているというふうなことであります。 

○西原好文議長 

 山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 今議会の冒頭でも申し上げましたけれども、我が町としましては、国から頂いたコロナの
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交付金以上にコロナの対策に事業をさせていただいております。 

 そうしたことの中で、もちろん頂いた分はしっかり使わせていただいた上で、必要に応じ

て一般財源を充てているものですから、今回、全体の事業の中で財源の調整をさせていただ

いていると御理解をいただきたいと思います。 

○井上敏文議員 

 山中総務課長。 

○総務課長（山中晴巳） 

 それでは、井上議員の２問目の質問ですけど、事項別明細の81ページの防災行政無線デジ

タル化事業の4,950千円の減額ですけど、９月補正の段階では8,800千円の補正をお願いしま

した。その後10月に入札を行ったわけですけど、入札残ということで、入札金額が3,850千

円ということで、その分の残った分を減額をしているというところであります。 

 以上です。 

○西原好文議長 

 井上君。 

○井上敏文議員 

 まず、プレミアム付商品券、これを見ると地域経済活性化対策のコロナの影響に地域活性

化をするためのコロナ交付金の対象になっていると思ったんですけど、これを見る限りは対

象にならなかったような感じを見受けますので、田中課長の答弁ではそういうふうに聞こえ

……、なぜそれがならなかったのかというのと、もう一つ、防災行政無線デジタル化、入札

減ということであります。６割弱の入札減でありますけど、当初の積算、当初積算根拠とい

いますか、というのがどうであったのか、あまりにも大きく下がっているとすれば、当初積

算が大丈夫であれば、あまりこれだけ金額を下げて本当に大丈夫なのかという心配があるわ

けですよね。その辺を説明を願いたいと思います。 

○西原好文議長 

 答弁を求めます。山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 やっぱり人の捉え方というのはいろいろあるなというふうに思います。 

 先ほどから何度となく申し上げているとおり、我が町は国から頂いたコロナ交付金以上に

コロナの対策に予算を充てさせていただいております。ですから、コロナ対策で事業を実施
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したもの全てには、コロナの交付金だけでは足らないものですから、そこを全体として財源

の調整をさせていただいているということであります。 

 しっかり使うためにはいろいろ工夫せんばいかんとですよ。先ほどもあったように、落札

減があるのが想定されるにもかかわらず、それにコロナの交付金を最後の最後まで充ててし

まうと、事業費が落ちた時点でコロナの交付金をほかに使えないということになったりする

もんですから、そこは政策課、特に財政係がしっかり全体を見渡して、国から頂いた交付金

はきっちり使わせていただいた上で、必要に応じて一般財源も使わせていただいているとい

うふうに御理解をいただければと思います。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 山中総務課長。 

○総務課長（山中晴巳） 

 それでは、井上議員の再質問で、当初というか、９月補正の段階で8,800千円の補正をし

たわけですけど、その設計金額についてですけど、この設計金額につきましては、そういっ

たこの設計をする業者について、一応、見積もりを３社から取っております。その平均の真

ん中の業者の数字というか、平均をしたところでうちのほうで積算をしております。 

 それで、私たちのほうもこの入札が終わって、実際に業者のほうに仕事ができるのかとい

うことで確認をとったところ、できるということでありましたので、今もうこの事業的には

完了をしているところであります。 

 以上です。 

○西原好文議長 

 山中副町長。 

○副町長（山中秀夫） 

 予定価格をつけるわけですけれども、工事とかなんとかからあって最低制限価格もつける

んですけれども、普通の設計とかそういうようなものについては、普通はつけないもんです

から、その辺で大分下がったんじゃないかなと思っています。 

 実際、設計するには、井上議員が一番詳しい議員さんだと思っているんですけれども、こ

れが初めての事業で見込みが非常に難しかったということで話を聞いてみましたら、見積も

りを取ったそうですけれども、一番大きいところと小さいところと真ん中程度の設計書をつ
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くったということを聞いております。それでも実際、設計されたところは、やっぱり自分の

ところの得意な分野だったと思うんですけれども、その中でこれだけに下がったということ

でよかったなと思っているところでございます。 

 それともう一つですけれども、先ほど財源のことですけれども、財源は歳入のところで補

助とかなんとかいろいろ言いますけれども、全体を見ながら財政係が何につけたがいいかと

いうことで検討するわけでございまして、その辺が補助がつかなかったときについては歳入

のところでこれがつかなかったとか減ったとか言いますもんですから、実際、コロナ交付金

みたいにいろいろなものがあるときについては、該当するとかしないとか、いろいろな条件

がありまして、条件というよりも見方がありまして、減らしたり増やしたりしています。 

 そんな中で期間的なこともありますし、今、進行しているのもありますし、非常に見づら

い部分があります。それで、今のこの予算のつくり方が事業ごとに財源が書いてあるもんで

すから、非常に分かりづらいだろうと思っています。それで、一般財源とその他とか、国庫

支出金は分かるんですけれども、その他あたりは基金とかの取崩しとかなんとか、そういう

ようなところから持ってくるわけですけれども、非常に分かりづらいと思います。ですから、

ここのことを言われるときには前もって言ってもらえれば分かるんだと思うんですが、非常

にここでは分かりづらいと思いますので。 

 以上です。 

○西原好文議長 

 山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 本議会の原案に関する資料として、全議員の皆様方には様々な資料や書類をお配りしてお

りますし、それについても議案説明会ということで御説明をしております。また、今議会で

も問題になりましたけれども、議員例会の中でも江北町のコロナ対策については逐次御報告

をさせていただいているところであります。 

 本議会で配付をしました資料の中に、令和２年度江北町一般会計補正予算（第15号）事業

説明書というものがございます。御覧いただいていると思いますけれども、この中の１ペー

ジ目と２ページ目に今議会の冒頭でも御説明をいたしましたとおり、江北町のコロナ対策関

連全事業を掲げさせていただいております。そこでも申し上げましたけれども、事業費でい

いますと約360,000千円で、国の交付金は288,000千円ということですから、先ほど申し上げ
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ましたとおり、国の交付金はきっちり使わせていただくのはもちろんですけれども、それに

とどまらず、町でも必要に応じて一般財源等を加えて、360,000千円のコロナ対策を取らせ

ていただいているということでありますから、これをきっちり使わせていただくためには、

この事業の中でいろいろ調整をする必要があります。御存じだと思いますけれども、そうし

た結果として、先ほど御質問をいただいたプレミアム付商品券については御指摘のとおりに

なっているというふうに御理解をいただければと思います。 

○西原好文議長 

 ほかに質疑の方ございませんか。 

○西原好文議長 

 ４番井上君。 

○井上敏文議員 

 すみません、議案第11号ですね。議案書の20ページに債務負担行為、駅活性化事業として

債務負担行為237,680千円上がっております。分かりやすいのはもう一つ、補正予算書、事

項別明細の106ページの中で、債務負担行為を起こしますというふうなことで、この調書が

載っております。一番下の欄でありますけど、駅活性化事業237,680千円と、こう載ってお

ります。これは、全体事業だと思いますが、この中で、これは駅名改称費から自由通路の改

修費等、全部包含されてのことだと思いますが、この中で駅名改称費用について、駅名改称

の費用が幾らなのか、報告は受けてはおるものの、改めてここで確認をさせていただきたい

と思います。 

 それと、この表の中で、財源内訳として、国県支出金22,780千円とこう載っております。

これは、何の補助事業なのかをお知らせ願いたいと思います。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。田中政策課長。 

○政策課長（田中盛方） 

 １点目は、駅名改称の費用ということ……（「改めてちょっと聞きます」と呼ぶ者あり） 

 駅名改称については、昨日の一般質問でも質問があったように、それに対して答弁したよ

うに、その駅名改称に係る費用というのは今のところ正確な数字というのは分かっておりま

せん。 

○西原好文議長 
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 山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 昨日の一般質問の池田議員の御質問にもお答えをしたかと思います。 

 我々としましては、これまでの過去の他の事例等を考慮して踏まえて、１億円程度ではな

いかということで議会には御説明をしてきたとおりであります。 

 繰り返し言いますけれども、ＪＲから幾らになりますということを今は申し上げられたこ

とはありません。ただ、今回、様々な活動が行われる中で、直接ＪＲにも問合せをしたり、

働きかけをしたりされているというふうなことを聞いておりまして、その活動の中で150,000

千円もというようなことを主張されていたということで、我々も少し異議を持ってはおりま

した。これについては、ＪＲからは150,000千円はかかりませんという御解答だけは頂いて

おります。ですので、我々としてはあくまでも１億円程度ということの中で、250,000千円

全体の駅活性化の事業の一つとして今回、掲げさせていただいているわけであります。 

 昨日、池田議員からも御紹介がありましたとおり、最終的には場合によっては数十万円と

いった自治体もあるように聞いておりますし、折半で済んだというようなところもあるよう

になっております。 

 数十万円で済むとは思っておりませんけれども、先ほどから申し上げておるとおり、我々

としては１億円程度ということを前提に、その中で駅活性化全体の中で事業ができるように、

250,000千円という数字は我々としても申し上げていたものですから、駅の活性化のために

使わせていただく予算としてはですね。ですから、今回もう実は既に先に議決をいただいて

いる予算もあります。ですから、それを除いた230,000千円をパッケージとして債務負担行

為を起こさせていただいているということは御説明をしたとおりであります。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 答弁を求めます。田中政策課長。 

○政策課長（田中盛方） 

 補助金の内訳でございますけれども、地方創生の拠点整備交付金、これは国の事業になり

ます。それと、社会資本整備総合交付金、これも国の事業になります。あと、ソフト事業に

ついては、県の地方創生交付金を充てるようにしております。 

 以上でございます。 
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○西原好文議長 

 井上君。 

○井上敏文議員 

 この補正予算に駅名改称に係る議案として載っているということのちょっと確認でござい

ました。 

 それと、国庫補助の充当は社会資本整備交付金と言われましたが、これ４つ事業がある中

で、駅南北ふれあい通路の改修事業に充てるものですかね、その辺と、もう一度この駅南北

ふれあい通路の関連でありますが、これはこれで、後でまた質問します。この補助事業はど

こに充てるのかの確認であります。 

○西原好文議長 

 答弁を求めます。田中政策課長。 

○政策課長（田中盛方） 

 地方創生拠点整備交付金につきましては、駅北のにぎわい事業、これに利用するように計

画をしております。それと、社会資本整備交付金については、自由通路に充てるように予定

をしております。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 井上君。 

○井上敏文議員 

 先ほどの分は分かりました。 

 もう一つこの駅南北ふれあい通路の件で、建設課の範疇になるかと思いますが、77ページ

の上の枠の区分ですね、４、肥前山口駅南北ふれあい通路事業、これは今回、77千円減額さ

れております。これは、駅南北ふれあい通路の図面がないということで、現況の復元図を作

成するということでそのときは聞いておりました。その後、委員会でも議論をしましたけど、

元の図面はあったと。元の図面があるとすれば、もっと減額が増えるんじゃないかなとは

思ったんですけど、この77千円減額で、その元の図面があった分の減額というのはないんで

すよね。それと、財源内訳としても5,400千円というふうな国県支出金を見込んであったん

ですが、これもその他に切り替えてあります。この国県支出金がなぜ減額になったのかとい

うのをお尋ねしたいと思います。 
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○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。田中課長。 

○政策課長（田中盛方） 

 財源の組替えにつきましては、先ほど産業課の答弁で説明したとおり、全体を見て変更に

なったというふうなことであります。 

○西原好文議長 

 答弁を求めます。武富建設課長。 

○建設課長（武富和隆） 

 駅南北ふれあい通路の改修事業の設計ですけれども、図面はあったんですけれども、それ

に伴います構造計算書等がなくて、実際、通路の桁の耐力調査等も新たにちょっとすること

になりましたので、今回、そのまま計上しております。 

 以上です。 

○西原好文議長 

 井上君。 

○井上敏文議員 

 復元図を作成するとなれば、相当な費用がかかると思うんですよね。あれはずっと囲って

ありますので、いわゆる包み込んでありますので、その中の構造がどうなっているかという

のを調べるには、やはり相当な費用がかかると思うんですよね。そのための12,000千円だっ

たと思います。それが、図面があったとなれば、かなり委託料は減額できるんじゃないかな

と思うんですけどね。その辺が今の説明ではちょっとよく分かりませんが。 

○西原好文議長 

 答弁を求めます。武富建設課長。 

○建設課長（武富和隆） 

 実際、この事業につきましては、一応、繰越事業でしております。精算的にまだちょっと

精算していませんけれども、今後その図面等の精査をして、このぐらいで精算できるかどう

かをちょっと検討したいと思っております。 

 以上です。 

○西原好文議長 

 井上君。 
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○池田和幸議員 

 繰り越して検討していくということであります。最終的には精算をされると思いますけど、

今回、77千円の減、そしたらこれは何なのかと思うんですけどね。というふうに疑問を持つ

のは私だけかなとは思うんですけど、いかがでしょうか。 

○西原好文議長 

 換気のため暫時休憩いたします。再開を11時10分にします。 

午前10時59分 休憩 

午前11時10分 再開 

○西原好文議長 

 再開いたします。 

 答弁を求めます。武富建設課長。 

○建設課長（武富和隆） 

 77千円の減額なんですけれども、これにつきましては今回、今、設計しております実際、

設計料がこれ以上は設計が増えないという見込みでこの減額を行っております。それと、既

存図面の復元なんですけれども、当初はちょっと見当たらなかったものでその設計のほうに

既存図面の復元を計上しておりました。ただ、これは実際、ＰＤＦで図面が見つかってはお

ります。ただ、これにつきましては、それではちょっと構造計算等の検証ができないもので、

このまま耐力調査の構造計算をしたいと考えておりますので、そのまま計上しております。 

 以上です。 

○西原好文議長 

 井上君。 

○井上敏文議員 

 専門的になってなかなか分かりづらいところもあるんですが、これはいずれにしろ委員会

付託になるかと思います。委員会内で議論をしていきたいと思います。私は産建であります

けど、産業部門に所属しておりますが、ほかの委員の皆さんもこの点について、共通認識を

してもらうために質問をしたところであります。議長も、自分の管轄であっても、この本会

議場で質問をしてくださいということも言われましたので、あえて質問をしたところであり

ます。 

 あと、ほかにありますけど、ほかの委員さんに聞いてから。 
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○西原好文議長 

 ほかに質疑の方ございませんか。井上君。 

○井上敏文議員 

 すみません、私ばっかりで時間を取って大変申し訳ないと思っております。 

 事項別明細の23ページ、区分の６ですね、下のほうです。肥前山口駅利用促進実証実験事

業というのがあります。報償費を554千円減額されております。これ当初予算では886千円計

上されておりますが、それから見ると減額の割合を見れば６割強の減となっております。な

ぜこれだけの減額、６割も削減せないかんのやったのかというのと、もう一つその下の総合

計画及び総合戦略策定というのがあります。ここも減額をしております。これは私が一般質

問をした件でもありますが、総合計画を策定しなかったということかなというふうな、それ

に関連する減額かなと思うものの、ここに数字が上がっておりませんけど、これは当初予算

を見れば需用費というのがあって、需用費が943千円上がっております。これは、需用費を

使われたと思うんですけど、総合計画策定しませんという中でもろもろ減額されて、これだ

けは減額されなかったというのは何かあるんでしょうか。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。田中政策課長。 

○政策課長（田中盛方） 

 御質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、１点目の肥前山口駅利用促進実証実験事業についてでございます。 

 これについては、議員さん方御承知かと思いますけれども、昨年１月に国内で感染者が見

られましたコロナの影響、これに伴って、街のほうでは時差出勤といいますか、そういう公

共交通機関を利用することをなるべく時差出勤して密にならないような状況を取るというふ

うなことを捉えているとおりに、やはりうちのほうでもこの事業についてはそういうコロナ

の影響があったのかなというふうに思っております。 

 これについては、昨年度から実施をしておりますけれども、庁内のほうに回覧をお配りし、

江北町周辺の市町に対して新聞広告を打って募集をしたところであります。今年度について

は、それに合わせて武雄市、佐賀市の事業所のほうにも出向いてポスターを貼らせていただ

いて、この利用の促進を図ったわけですけれども、やはり結果としてコロナの影響により、

利用者が現在７名というふうな状況になっておりますけれども、大きな理由はそういうこと
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かなというふうに思っております。 

 それと、７番目の総合計画総合戦略策定事業についてであります。 

 この需用費については、今、まち未来創生プランというのを策定しております。この印刷

製本費として今、業者のほうに依頼をしておりますので、その分は残っているというふうな

状況であります。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 １問目、少し分かりにくかったかもしれませんけれども、この実証事業というのは今議会

でも御紹介をしておりましたパークアンドライド事業なんですよね。江北町だけではなくて、

周辺の自治体にお住まいの方にもぜひ我が町の駅をパークアンドライドの言ってみれば拠点

として我々としてもこれから取り扱っていきたいということで、これまで事業を実施してき

たところであります。 

 ところが、今回、コロナ禍によって、例えばテレワークであるとか、在宅勤務であるとか、

そうした形で今までと通勤形態が大分変わりましたものですから、今回、利用をいただく方

が少なかったというふうに御理解いただければと思います。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 井上君。 

○井上敏文議員 

 パークアンドライド事業として取り組んだ７名ということであります。今回はコロナの影

響があってやむを得なかったと思います。ただ、当初予算からすれば、かなり減額をされて

おりますので、今後コロナが一段落すれば、この事業はまたされるんでしょうか。 

○西原好文議長 

 答弁を求めます。山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 御指摘のとおり、まだコロナの収束が見込めませんので、現在、当初予算としては上げて

おりません。ただ、これから江北町が、または江北町の駅がこれからも活力ある町、または
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駅であるためには、やはりそうした駅を活用するということが大事だというふうに思います。 

 一般質問の中でも申し上げましたけれども、実は江北町にお住まいの方がそれほど駅を

使っていただいていないという状況もあるもんですから、今回、パークアンドライド事業と

いう形を我々としても提案させていただいておりますし、周辺自治体の皆さん方にもぜひそ

うした御利用をいただきたいということについては、これからも取組をしていきたいと思っ

ております。 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 よろしいですか。（「はい、了解」と呼ぶ者あり） 

 ほかに質疑の方ございませんか。 

    （「委員会付託」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 ただいま委員会付託の声がありましたが、本案は十分審議していただくため、会議規則第

36条第１項の規定により、常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 異議なしと認めます。よって、議案第11号は常任委員会に付託することに決しました。 

      日程第10 議案第12号 

○西原好文議長 

 日程第10．議案第12号 令和２年度江北町無資力臨鉱ポンプ等維持管理事業特別会計補正

予算（第３号）を議題といたします。 

 質疑を求めます。質疑の方ございませんか。 

    （「委員会付託」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 ただいま委員会付託の声がありましたが、本案は十分審議していただくため、会議規則第

36条第１項の規定により、常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 異議なしと認めます。よって、議案第12号は常任委員会に付託することに決しました。 
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      日程第11 議案第13号 

○西原好文議長 

 日程第11．議案第13号 令和２年度江北町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

を議題といたします。 

 質疑を求めます。質疑の方ございませんか。 

    （「委員会付託」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 ただいま委員会付託の声がありましたが、本案は十分審議していただくため、会議規則第

36条第１項の規定により、常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 異議なしと認めます。よって、議案第13号は常任委員会に付託することに決しました。 

      日程第12 議案第14号 

○西原好文議長 

 日程第12．議案第14号 令和２年度江北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）を

議題といたします。 

 質疑を求めます。質疑の方ございませんか。 

    （「委員会付託」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 ただいま委員会付託の声がありましたが、本案は十分審議していただくため、会議規則第

36条第１項の規定により、常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 異議なしと認めます。よって、議案第14号は常任委員会に付託することに決しました。 

      日程第13 議案第15号 

○西原好文議長 

 日程第13．議案第15号 令和２年度江北町下水道事業特別会計補正予算（第４号）を議題

といたします。 

 質疑を求めます。質疑の方ございませんか。 
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    （「委員会付託」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 ただいま委員会付託の声がありましたが、本案は十分審議していただくため、会議規則第

36条第１項の規定により、常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 異議なしと認めます。よって、議案第15号は常任委員会に付託することに決しました。 

      日程第14～第18 議案第16号～議案第20号 

○西原好文議長 

 日程第14．議案第16号 令和３年度江北町一般会計予算から日程第18．議案第20号 令和

３年度江北町下水道事業特別会計予算までは、先ほど既に予算特別委員会に付託し審議する

ことと決しておりますので、ここでの審議は省略したいと思います。 

      日程第19 議案第21号 

○西原好文議長 

 日程第19．議案第21号 令和２年度江北町一般会計補正予算（第16号）を議題といたしま

す。 

 質疑を求めます。質疑の方ございませんか。７番池田君。 

○池田和幸議員 

 先ほど町長のほうから説明がありましたけれども、１つだけ冷凍庫が搬入したということ

ですけれども、若干ニュース等を見ていますと、65歳以上も遅れるという形で、それ以下の

方も当然、遅れるような、ちょっと今、ニュース等では流れていますけれども、その辺の現

状は何かうちの町にも入ってきているのであれば、お知らせをお願いしたいと思いますけど。 

○西原好文議長 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。松尾福祉課長。 

○福祉課長（松尾徳子） 

 池田議員の御質問ですけど、現在、これもまだちょっと確実ではないんですけど、今のと

ころは４月19日の週に江北町のほうに１箱、975人分入ります。その分が来て、あと26日の

週にもまた１箱来るという、今そこの段階までは分かっているところです。 

○西原好文議長 
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 池田議員よろしいですか。（「65歳以下は」と呼ぶ者あり） 

○福祉課長（松尾徳子） 

 65歳以下の方については、まだ未定というか、まだ分からない状況です。 

○西原好文議長 

 池田君。 

○池田和幸議員 

 分かりました。ただ、今、ちょっと一応、65歳以下の方は７月ということで、最初は計画

を私たちも聞かされていましたので、その辺が遅れるんじゃないかなという質問でしたけど、

分かりました。いいですよ。 

○西原好文議長 

 ほかに質疑の方ございませんか。池田君。 

○池田和幸議員 

 ちょっと今も言ったんですけど、これは町長の提案理由の説明はありましたかね。すみま

せん、ちょっとこの辺でそういう話になりましたので。申し訳ないです。 

○西原好文議長 

 ほかに質疑の方ございませんか。 

    （「委員会付託」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 ただいま委員会付託の声がありましたが、本案は十分審議していただくため、会議規則第

36条第１項の規定により、常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 異議なしと認めます。よって、議案第21号は常任委員会に付託することに決しました。 

      日程第20 請願第１号 

○西原好文議長 

 日程第20．請願第１号 「肥前山口」駅名改称を中止するよう求める請願を議題といたし

ます。 

 本日までに受理した請願は、お手元に配付しました請願文書表のとおりであります。 

 本請願第１号につきましては、会議規則第86条第１項の規定に基づき、常任委員会に付託
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したいと思います。これに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 御異議なしと認めます。よって、請願第１号 「肥前山口」駅名改称を中止するよう求め

る請願は常任委員会に付託することに決しました。 

 しばらく休憩いたします。再開11時35分。 

午前11時26分 休憩 

午前11時35分 再開 

○西原好文議長 

 それでは再開いたします。 

 休憩中に各常任委員会及び特別委員会に付託する分の案が決まりましたので、局長より報

告させます。平川局長。 

○議会事務局長（平川智敏） 

 それでは、今期定例会、各常任委員会及び予算特別委員会への付託議件の案について報告

をいたします。 

令和３年３月議会定例会委員会付託議件（案） 

○総務常任委員会付託分 

 議案第４号 議案第５号 議案第６号 議案第７号 議案第９号 

 議案第11号 歳入全部と歳出のうち 款１ 議会費 款２ 総務費 ただし、項１総務管

理費の目５企画費 区分４ ふるさと納税推進事業費及び目10新型コロナウイルス感染症緊

急経済対策事業のうち区分３ プレミアム付商品券事業 区分５ こうほくふるさと便事業

 区分７ 農業者・事業者応援事業 区分11 事業所等の感染防止対策支援事業 区分17 

江北町元気クーポン券事業 区分18 江北町時短要請協力金事業を除く 款３ 民生費 款

４ 衛生費のうち項１保健衛生費 目１保健衛生総務費及び目２予防費 款９ 消防費 款

10 教育費 款12 公債費 

 議案第13号 議案第14号 議案第21号 請願第１号 

○産業常任委員会付託分 

 議案第８号 

 議案第11号 歳出のうち 款２ 総務費のうち項１総務管理費 目５企画費 区分４ ふ
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るさと納税推進事業費 目10新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業のうち区分３ プ

レミアム付商品券事業 区分５ こうほくふるさと便事業 区分７ 農業者・事業者応援事

業 区分11 事業所等の感染防止対策支援事業 区分17 江北町元気クーポン券事業 区分

18 江北町時短要請協力金事業  

 款４ 衛生費のうち 項１保健衛生費 目１保健衛生総務費、目２予防費を除く 款６ 

農林水産業費 款７ 商工費 款８ 土木費 款11 災害復旧費 

 議案第12号 議案第15号 

○予算特別委員会付託分 

 議案第16号 議案第17号 議案第18号 議案第19号 議案第20号 

 以上でございます。 

○西原好文議長 

 以上のとおり各常任委員会及び予算特別委員会に付託したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 異議なしと認めます。よって、以上のとおり付託することに決しました。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午前11時39分 散会 

 


